
屋外広告物許可・屋外広告業登録申請フロー
（納付書払い※）

【手数料が発生する手続き】
・屋外広告物等表示等許可申請
・屋外広告物等更新申請
・屋外広告物等変更申請
・屋外広告業登録申請（事前相談不要）

処理状況 申請者 景観政策課

事前相談
書類審査、修正依頼
手数料の納入通知書郵送
（窓口交付も可能）

盛岡市指定金融機関等で手数料
を納付

本申請書類（原本）・

領収証書（写）を提出
本申請書類内容確認
手数料の納付確認

許可書・許可証受領

工事着手

安全点検報告書送付
（新規のみ施工後提出）

手
数
料
納
付

受
付
・
審
査

許
可
後

決裁処理

※ 納付書払いの場合、納付書作成の他、郵送、市側での納付確認に日数を要します。

許可書・許可証手交
（郵送の場合は要返信用封筒）
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